
第１章 総論 

５ 労働災害の発生と企業の責任について 

 
企業は、事業活動目的に従い従業員を雇用し、これを組織・管理してその目的に沿っ

て統合して運営する法的な存在です。もし、みなさんの企業に死亡災害等が発生した場

合には、企業としてどのような責任が発生するのでしょうか。次の図１－10 を元にして

説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－10 労働災害に問われる企業の責任 
 

（１）刑事上の責任 

労働安全衛生法では、事業者に対して労働災害防止の事前予防のための安全衛生

管理措置を定め、これを罰則をもって遵守を義務づけています。労働災害の発生の

有無を問わず、これを怠ると刑事責任が課せられます。 

また、業務上労働者の生命、身体、健康に対する危険防止の注意業務を怠って、

労働者を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪（刑法第 211 条）に問われることに

なります。 
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（２）民事上の責任 

被災労働者又は遺族から労働災害で被った損害について、不法行為責任や安全配

慮義務違反で損害賠償を請求されることがあります。その請求により労災保険給付

が行われた場合、事業者は労災保険給付の価額の限度で損害賠償の責任を免れます。 
しかし、労災保険給付では精神的苦痛に対する慰謝料など損害の全てをカバーし

ているわけではありません。労災保険給付を超える損害に関しては、民事上の損害

賠償の責任が問われます。 
事業者が民事上の損害賠償の責任が問われる法的根拠として、最近は、「労働契約

の付随義務として安全配慮義務を尽くして労働者を災害から守らなければならない

債務不履行責任（民法第 415 条）」による損害賠償を認める裁判例が多く見られま

す。 
 

（３）補償上の責任 

労働者が労働災害を被った場合、被災労働者やその家族が生活に困らないように

保護する必要があります。そこで、労働基準法及び労働者災害補償保険法によって

使用者の無過失責任として、業務の遂行に内在する危険性が現実化して事故が発生

した場合には、労働者の治療と生活補償を目的とする補償を使用者に義務づけてい

ます。 
 

（４）行政上の責任 

労働安全衛生法違反や労災発生の急迫した危険がある場合には、機械設備の使用

停止や作業停止等の行政処分を受けることがありますし、取引先（他官庁）からの

取引停止（指名停止）を受ける等の処分を受けることがあります。 

 

（５）社会的な責任 

（１）から（４）の責任を負った企業は、社会からの信頼性が低下することは明

らかであり、また、労働災害による直接及び間接コスト（間接コストは、直接コス

トの４倍になると言われている。）により、企業としての基盤が危ぶまれることとな

ります。 

 

（６）安全配慮義務とは 

企業の安全配慮義務とは、「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」

を事前に発見し、その防止対策（災害発生の結果の予防）を講ずるということがそ

の内容として使用者の義務とされています。労働契約法第５条にこれが明記されて

おり、さらに民法上の労働契約等に基づく使用者の債務とされており、この義務を

怠って労働災害を発生させると民事上の損害賠償義務が生じます。 

ただし、安全配慮義務は、事業者が労働安全衛生法を守っているだけでは完全に

履行されたことになりません。労働安全衛生法はあくまでも守るべき最低限のもの

で、法定基準以外の労働災害発生の危険防止についても、企業は安全配慮義務を負
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っています。すなわち、労働安全衛生法上の刑事責任を免れることと、民事上の損

害賠償責任とは必ずしも一致するものではありません。 
なお、使用者と労働者の関係を図１－11 に示します。 
 

判例（昭和 59 年 4 月 10 日最高裁３小判決、川義事件） 

「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務

有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使

用者の供給する施設、器具等を用いて労務の提供を行うものである。 

使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場

所、設備もしくは器具等を労働者が使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供す

る過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務

『安全配慮義務』を負っている。」 

 
労働契約法    ～ 平成 20 年３月１日施行 ～ 

（労働者の安全への配慮） 
第５条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつ

つ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 
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回避するため、安全措置を講ずる義務 

災害の危険を予知し、その結果を 

（民法第 415 条 債務不履行責任） 

雇用（労働）契約の付随義務として生ずる 

（労働契約法第５条労働者の安全への配慮） 

労 働 の 義 務 

賃金（労働の対価）の支払い義務 

身体・生命に対する安全配慮義務 

雇用契約（労働契約：使用従属関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－11 安全配慮義務 

 18 


